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※（　）内は前月比

　

幼
児
期
か
ら
で
き
る
音
楽
や
運
動
を

取
り
入
れ
た
遊
び
を
、
親
子
で
体
験
し

ま
せ
ん
か
。

★
９
月
６
日
、
10
月
４
日
、
11
月
15
日
、

12
月
６
日
（
全
㊎
）

★
10
時
～
11
時

★
本
庁
舎
２
階
「
大
会
議
室
」

★
リ
ト
ミ
ッ
ク
（
音
楽
教
育
法
）
を
取

り
入
れ
た
遊
び
、
運
動
遊
び
、
読
み
聞

か
せ 

等

■
講
師　

大
江 

祥し
ょ
う
こ子
さ
ん
・
小
守 

千ち

ゆ

き
有
紀
さ
ん
（
オ
ル
オ
ル
リ
ト
ミ
ッ
ク

ひ
ろ
ば
）

★
１
歳
６
か
月
～
就
園
ま
で
の
お
子
さ

ん
と
そ
の
保
護
者 

★
15
組
［
先
着
］

※
新
規
の
方
を
優
先
し
ま
す
。

★
動
き
や
す
い
服
装
・
飲
み
物 

等

★
８
月
19
日
㊊
以
降
、
各
教
室
の
３
日

前
ま
で
に
電
話
又
は
申
込
み
フ
ォ
ー
ム

か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

★
健
康
増
進
課 

母
子
保
健
係
（
本
庁

舎
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

★https://logoform
.jp/f/9K

H
zw

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

★
田
辺
消
防
署
扇
ヶ
浜
分
署

★
０
７
３
９
（
２
６
）
０
１
１
９

KUMANO KODO
20th Anniversary

世界遺産
「紀伊山地の霊場と参詣道」
登録20周年記念

市の人口
令和６年 6月末現在

男 9 人　女 11 人

  男 31,875 人
  女 35,851 人
  計 67,726 人

34,834 世帯 （-32）

（-53）
（-53）
（-106）

人口

世帯数

6月の出生

　

田
辺
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
市

内
に
在
学
し
て
い
る
高
校
生
と
市
議
会

議
員
が
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
の
で
、

傍
聴
に
来
ま
せ
ん
か
。

★
★
８
月
17 

日
㊏

◇
本
会
議　

13
時
～

◇
委
員
会
（
意
見
交
換
）　

13
時
20
分
～

★
本
庁
舎
６
階
「
議
場
」
他

★
議
会
事
務
局
（
本
庁
舎
６
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
０

　

９
月
９
日
は
救
急
の
日
で
、
こ
の
日

を
含
む
一
週
間
（
今
年
は
９
月
８
日
㊐

～
14
日
㊏
）
は
、救
急
医
療
週
間
で
す
。

こ
の
機
会
に
、
上
級
救
命
講
習
を
開
催

し
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

★
★
９
月
８
日
㊐ 

９
時 

～ 

17
時

★
消
防
本
部
３
階
「
講
堂
」

★
心
肺
蘇
生
（
成
人
・
小
児
・
乳
幼
児
）、

外
傷
の
応
急
手
当
、
搬
送
法 

等

★
中
学
生
以
上
の
方

★
30
名
［
先
着
］

★
筆
記
用
具
、
動
き
や
す
い
服
装

★
８
月
31
日
㊏
ま
で
に
下
記
へ
電
話
で

　このコラムのタイトルをテーマに、7 月
6 日に世界遺産登録 20 周年記念シンポジ
ウムを開催しました。このテーマにはひと
つの仮説がありました。それは「合気道と
いうのは、熊野に生まれた植芝盛平翁だか
らこそ創始できた武道なのではないか。そ
して、合気道を知ることが熊野を知ること
につながるのではないか」ということ。
　さて、その結果はいかに、というところ
ですが、簡単に結論を出すような話ではあ
りませんでした。仮説が間違っていたわけ
でも、諦めたわけでもなく、むしろ「やっ
ぱり合気道と熊野は結びついている」と思

う部分も多くあったのですが、答えを出す
のではなく、考え続けることに意味がある
んじゃないかとの見解に至りました。
　「合気道の特徴は、勝ち負けを競わない
こと。」という短い一言にも、深い思想や
哲学が含まれています。合気道も熊野も複
雑で奥が深い。それを分かったうえで考え
続ける（稽古を積む）ことで、その本質に
近づけるのだと思います。
　抽象的な話になってしまいましたが、今
回のシンポジウムが、地域のことを考える
きっかけになれば幸いです。

第 2回 合気道の開祖・植芝盛平翁を生んだ熊野のチカラ

田
辺
市
高
校
生
議
会
を
開
催
し

ま
す

上
級
救
命
講
習
を
受
講
し
ま
せ

ん
か

斎
場
使
用
料
の
所
得
制
度
特
例

還
付
･
補
助
金
制
度
に
つ
い
て

★
次
の
全
て
を
満
た
す
方

◇
田
辺
市
斎
場･

白
浜
町
斎
場･

清
浄

苑
の
各
施
設
で
市
内
（
町
内･

管
内
）

料
金
の
取
扱
い
を
受
け
た
方

◇
火
葬
許
可
申
請
者
の
同
一
世
帯
全
て

の
世
帯
員
が
、
住
民
税
非
課
税
か
つ
生

活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
世
帯

■
還
付･

補
助
額

◇
12
歳
以
上　

1
万
円

◇
12
歳
未
満　

５
０
０
０
円

★
使
用
料
納
付
後
、
30
日
以
内
に
左
記

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

★
環
境
課 

環
境
対
策
係（
本
庁
舎
３
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
７

■市県民税・普通徴収…第 2 期分、年金特別徴収…8 月徴収分、
給与特別徴収…7 月徴収分
■国民健康保険税 普通徴収…第 2 期分、特別徴収…8 月徴収分
■介護保険料 普通徴収…第 2 期分、特別徴収…8 月徴収分
■後期高齢者医療保険料 普通徴収…第 2 期分、特別徴収…8 月
徴収分
※納期限後の納付は、督促手数料及び延滞金が加算される場合が
あります。

8 月の納税等

★
９
月
20
日
㊎
・
27
日
㊎
・
10
月
11
日

㊎
・
11
月
６
日
㊌

★
13
時
30
分
～
15
時
30
分（
受
付
13
時
～
）

★
本
庁
舎
２
階
「
大
会
議
室
」

★
速
歩
き
健
康
法
の
講
義
と
実
技
、
室

内
運
動
と
ス
ト
レ
ッ
チ
の
体
験
、
栄
養

の
講
義 

他

★
次
の
要
件
を
満
た
す
方

◇
市
に
住
民
票
が
あ
る
40
歳
～
74
歳
の

方
で
、
運
動
を
し
て
も
差
し
支
え
の
な

い
方

◇
田
辺
市
国
保
、
そ
の
他
保
険
者
に
よ

る
特
定
健
康
診
査
を
受
診
さ
れ
た
方

★
20
名

※
原
則
４
回
と
も
参
加
で
き
る
方
で
、

初
め
て
の
方
を
優
先
し
ま
す
。

★
筆
記
用
具
・
飲
み
物
・
動
き
や
す
い

服
装
・
運
動
靴

★
８
月
13
日
㊋
～
30
日
㊎
に
、
左
記
へ

お
越
し
い
た
だ
く
か
、
電
話
又
は
申
込

フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

★
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
本
庁

舎
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

★https://logoform
.jp/f/qA

IjU

★
９
月
25
日
～
12
月
11
日
（
毎
週
㊌
・

全
12
回
）

★
９
時
30
分
～
11
時
30
分（
受
付
９
時
～
）

★
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
「
機
能
訓

練
室
」

★
◇
わ
か
や
ま
シ
ニ
ア
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

　

椅
子
を
使
っ
た
簡
単
筋
力
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
、
ス
テ
ッ
プ
運
動
、
ス
ト
レ
ッ
チ
、

健
康
講
座 

等

※
教
室
終
了
後
、
希
望
者
に
自
主
活
動

団
体
を
紹
介
し
ま
す
。

★
市
に
住
民
票
が
あ
る
65
歳
以
上
の
方

で
、
運
動
を
し
て
も
差
し
支
え
の
な
い
方

★
12
名
［
先
着
］

※
初
め
て
の
方
を
優
先
し
ま
す
。

★
上
靴
・
タ
オ
ル
・
飲
物
・
動
き
や
す

い
服
装

★
８
月
19
日
㊊
～
９
月
６
日
㊎
に
、
左

記
へ
お
越
し
い
た
だ
く
か
、
電
話
又
は

申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

★
や
す
ら
ぎ
対
策
課 

高
齢
福
祉
係
（
本

庁
舎
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
１
０

★https://logoform
.jp/f/yf1yh

あ
そ
び
の
教
室
を
開
催
し
ま
す

〜
こ
れ
な
ら
つ
づ
け
ら
れ
る
〜

速
歩
き
健
康
塾 

20
期
の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す

わ
か
わ
か
教
室
の
参
加
者
を
募

集
し
ま
す



19 　広報たなべ　令和 6年 8月号 18Tanabe Publicity  2024.8

市からのお知らせ Information

者
証
を
お
持
ち
の
方

【
重
度
障
害
者
等
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

（
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
の
方
は
入
院

医
療
費
の
み
対
象
）

☆
65
歳
ま
で
に
身
体
障
害
者
手
帳
（
１

～
３
級
）
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
１
級
、
療
育
手
帳
Ａ
を
取
得
さ
れ

た
方
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
（
所
得
制
限
あ
り
）

【
各
助
成
制
度
の
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
へ
】

　

重
度
障
害
者
等
医
療
、
老
人
医
療
の

受
給
者
証
が
８
月
１
日
㊍
か
ら
新
し
く

な
り
ま
す
。
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
る

と
き
に
は
、
必
ず
新
し
い
受
給
者
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
過
去
５
年
間
に
県
外
で
の
受

診
等
に
よ
り
、
医
療
費
（
保
険
診
療
分

の
み
）
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
払

戻
し
の
申
請
が
で
き
ま
す
。
受
診
時
の

領
収
書
・
振
込
先
の
分
か
る
も
の
を
お

持
ち
の
上
、
左
記
又
は
各
行
政
局
住
民

福
祉
課
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

☆
保
険
課 

医
療
係
（
本
庁
舎
3
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
６

　

対
象
の
方
に
は
、
8
月
上
旬
に
案
内

を
郵
送
し
ま
す
。

　

8
月
30
日
㊎
ま
で
に
下
記
又
は
各
行

政
局
住
民
福
祉
課
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）

へ
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
を
未
提
出
の
場
合
は
、
8
月

分
以
降
の
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

☆
障
害
福
祉
室 

障
害
福
祉
係
（
本
庁

舎
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
２

　

対
象
の
方
に
は
、
８
月
上
旬
に
案
内

を
郵
送
し
ま
す
。

　

８
月
30
日
㊎
ま
で
に
左
記
又
は
各
行

政
局
住
民
福
祉
課
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）

へ
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
を
未
提
出
の
場
合
は
、
11
月

分
以
降
の
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
況
届
を
未
提
出
の
ま
ま
２

年
間
経
過
す
る
と
、
受
給
権
が
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
受
給
か
ら
５
年
経
過
し
た
方
等

　

対
象
の
方
に
は
、
児
童
扶
養
手
当
一

部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
を

同
封
し
て
い
ま
す
。
関
係
書
類
も
合
わ

せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
市
民
課 

庶
務
年
金
係（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
５

　

次
の
助
成
制
度
の
対
象
の
方
で
、
現

在
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
下
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

☆
中
学
校
卒
業
ま
で
（
15
歳
到
達
日
以

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
子
ど

も
（
所
得
制
限
な
し
）

【
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

☆
配
偶
者
の
い
な
い
方
等
で
、
18
歳
以

下
（
18
歳
到
達
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
）
の
子
ど
も
を
扶
養
し
て
い
る

方
及
び
そ
の
子
ど
も
（
所
得
制
限
あ
り
）

【
老
人
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
（
３
割
）

の
う
ち
1
割
を
助
成

☆
67
歳
～
69
歳
の
方
。
た
だ
し
、
市
民

税
非
課
税
世
帯
で
、
収
入
（
１
年
間
の

収
入
が
１
人
世
帯
の
場
合
１
０
０
万

円
、
２
人
世
帯
の
場
合
１
４
０
万
円
以

下
な
ど
）
や
資
産
（
預
貯
金
、
動
産
・

不
動
産
等
）、
扶
養
に
つ
い
て
の
受
給

資
格
要
件
あ
り
。

【
精
神
障
害
者
通
院
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
当
該
医
療
を
受
け
た
場
合
の
自
己
負

担
額
（
原
則
１
割
）
を
助
成

☆
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）
受
給

　

国
保
で
は
、
入
院
や
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
る
場
合
に
、
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
の
自
己
負
担
を
所
得
に
応
じ
た

限
度
額
ま
で
と
す
る
限
度
額
適
用
認
定

証
を
、申
請
に
よ
り
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
は
、
毎
年
７
月

31
日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

８
月
か
ら
、
入
院
等
で
引
き
続
き
必
要

な
方
は
、
左
記
又
は
各
行
政
局
住
民
福

祉
課
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
更
新
の
手

続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
（
健
康
保
険

証
の
利
用
登
録
を
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
）
を
利
用
す
れ
ば
事
前
申
請
は

不
要
で
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
　

■
申
請
に
必
要
な
も
の

◇
該
当
者
の
国
保
被
保
険
者
証

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
そ
の
他

本
人
確
認
書
類

※
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
限
度

額
適
用
認
定
証
の
交
付
・
マ
イ
ナ
保
険

証
に
よ
る
限
度
額
区
分
の
確
認
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
保
険
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

　

対
象
者
の
方
に
は
、
８
月
中
旬
以
降

に
、
和
歌
山
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連

合
会
か
ら「
薬
剤
情
報
等
の
お
知
ら
せ
」

が
ご
自
宅
に
届
き
ま
す
。

　

ま
た
、
届
い
た
方
に
、
電
話
や
訪
問

で
「
健
康
相
談
」
を
行
う
場
合
が
あ
り

ま
す
。

★
田
辺
市
国
保
及
び
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
被
保
険
者
で
、
重
複
処
方
・
多
剤

処
方
・
頻
回
受
診
の
可
能
性
が
あ
る
方

★
◇
通
知
内
容
に
関
す
る
こ
と

和
歌
山
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会 

保
健
事
業
課

★
０
１
２
０
（
８
８
４
）
５
４
７

◇
国
民
健
康
保
険
の
薬
剤
情
報
に
関
す

る
こ
と

保
険
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
３
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

◇
後
期
高
齢
者
医
療
の
薬
剤
情
報
に
関

す
る
こ
と

健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
本
庁
舎

２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

有 料 広 告
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特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福

祉
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

医
療
費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
の
更
新
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い

薬
剤
情
報
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

事
業
者
本
人
又
は
代
理
人
の
方
が
、

ご
み
袋
代
金
（
ご
み
処
理
手
数
料
）
を

お
持
ち
の
う
え
、
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
か
ら
、
本
庁
舎
で
の
販
売
は

行
い
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
販
売
場
所
及
び
期
間

◇
廃
棄
物
処
理
課
・
各
行
政
局
住
民
福

祉
課
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）

９
月
２
日
㊊
～
令
和
７
年
３
月
31
日
㊊

※
土
日
祝
を
除
く

■
ご
み
袋
代
金
（
ご
み
処
理
手
数
料
）

１
組
各
10
枚
入
り
８
８
０
円
（
消
費
税

込
み
）

■
購
入
で
き
る
組
数

①
燃
え
る
ご
み

11
組
（ 

１
１
０
枚 

）
ま
で

②
資
源
ご
み
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
・

埋
立
て
ご
み

合
計
４
組
（
40
枚
）
ま
で

※
部
分
購
入
も
で
き
ま
す
。

※
②
は
４
組
の
枠
内
で
任
意
に
選
択

し
、
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

☆
廃
棄
物
処
理
課 

廃
棄
物
対
策
係
（
市

ご
み
処
理
場
）

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
８

10
月
〜
令
和
７
年
３
月
末
ま
で

の
事
業
者
用
分
別
指
定
袋
の
販

売
を
行
い
ま
す

広報田辺の人気コーナー
わが家の愛ドルを
動画で！

　
　
　
マ
イ
ナ
保
険
証
に

　
　
　
つ
い
て
は
こ
ち
ら
▼

手当の種類 対象 支給額（月額）

特別障害者
手当

　在宅で重度の重複障害（国民年金法におけ
る 1 級の障害が重複する程度等）により、日
常生活で常時特別の介護を必要とする 20 歳以
上の方。（医療機関に継続して 3 か月を超えて
入院している方は対象外。）所得制限あり。

2 万 8,840 円

障害児福祉
手当

　在宅で重度の障害（身体障害者手帳 1 級程
度等）により、日常生活において常時介護を
必要とする 20 歳未満の方。所得制限あり。

1 万 5,690 円

特別児童扶
養手当

　在宅で身体や知的又は精神に中程度以上の
障害がある20歳未満の児童を養育している方。
所得制限あり。

1 級：5 万 5,350 円
2 級：3 万 6,860 円
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あ
な
た
の
近
く
に
障
害
の
あ
る
方

や
、
援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る

方
は
い
ま
せ
ん
か
。
義
足
や
人
工
関
節

を
使
用
し
て
い
る
方
、
内
部
障
害
や
難

病
の
方
、
妊
娠
初
期
の
方
な
ど
、
外
見

か
ら
は
分
か
ら
な
い
た
め
、
周
囲
に
理

解
さ
れ
ず
困
っ
て
い
る
方
が
い
ま
す
。

　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
、
そ
の
よ
う
な

方
々
が
、
周
囲
に
援
助
や
配
慮
を
必
要

と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
の

マ
ー
ク
で
す
。

■
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
身
に
付
け
た
方
を

見
か
け
た
ら

◇
電
車
・
バ
ス
の
中
で
は
、
席
を
譲
り

ま
し
ょ
う
。

◇
駅
や
商
業
施
設
等
で
は
、
声
を
掛
け

る
な
ど
の
配
慮
を
し
ま
し
ょ
う
。

◇
災
害
時
に
は
、
安
全
に
避
難
す
る
た

め
の
支
援
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
無
料
交
付
し
て
い

ま
す

◇
交
付
場
所　

下
記
及
び
各
行
政
局
住

民
福
祉
課
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）、
西
牟

婁
振
興
局
総
務
福
祉
課
（
朝
日
ヶ
丘
23

―

１
）

★
障
害
福
祉
室 

障
害
福
祉
係
（
本
庁

舎
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
２

込
書
を
県
下
水
道
協
会
へ
特
定
記
録
郵

便
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
8

月
８
日
㊍
か
ら
左
記
等
で
配
布
し
ま
す
。

　

ま
た
、
11
月
3
日
㊐
㊗
に
同
会
場
で

希
望
者
に
受
験
講
習
を
実
施
し
ま
す
。

☆
◇
環
境
課 

生
活
排
水
係
（
本
庁
舎

３
階
）

〒
６
４
６
―

８
５
４
５

東
山
一
丁
目
5
―

１

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
７

◇
和
歌
山
県
下
水
道
協
会

〒
６
４
０
―

８
５
１
１

和
歌
山
市
七
番
丁
23

☆
０
７
３
（
４
３
５
）
１
０
９
３

　

廃
業
や
退
職
時
に
備
え
て
、
小
規
模

企
業
の
経
営
者
や
役
員
の
方
の
た
め
に

作
ら
れ
た
、
安
心
で
お
得
な
国
の
退
職

金
の
積
立
制
度
で
す
。

　

掛
金
は
全
額
所
得
控
除
の
対
象
で
、

１
０
０
０
円
～
7
万
円
の
範
囲
で
自
由

に
選
べ
、
経
営
者
の
退
職
金
と
し
て
受

け
取
れ
る
の
で
、
税
制
面
で
も
優
遇
さ

れ
ま
す
。

★
ご
加
入
は
商
工
会
、
商
工
会
議
所
、
金

融
機
関
等
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
（
独
）
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構 

共
済
相
談
室

☎
０
５
０
（
５
５
４
１
）
７
１
７
１

　９月の第３月曜日は「敬老の日」です。「国
民の祝日に関する法律」には「多年にわた
り社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿
を祝う日」と定められています。
　日本では人口の約４人に１人が 65 歳以
上となる超高齢社会を迎えています。田辺
市でも 65 歳以上の割合は年々上昇し、高
齢化率は全国・県平均よりも高くなってい
ます。
　このような中、豊かな知識や経験を生か
し、地域や職場において活躍されている高
齢者がいる一方で、特殊詐欺等の犯罪や虐
待等により人権が脅かされている高齢者も

います。
　こうした人権侵害は、高齢者だけではな
く、誰もが遭遇する可能性があります。詐
欺や虐待にあった時には、一人で悩まずに、
周りの人に相談することや、周りの人もそ
のサインに気づき、支援につなげていくこ
とが大切です。
　互いの人権を尊重する心を育むことは、
高齢者だけでなく、誰もがいくつになって
も活躍できる社会につながるのではないで
しょうか。

第 12 回　誰もが年齢にとらわれず活躍できる社会に

やさしさ
ひろがる 人権の わ

一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまち  田辺市をめざして

☆
11
月
24
日
㊐

☆
和
歌
山
市
あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー
福
祉

交
流
館
（
和
歌
山
市
小
人
町
29
）

☆
8
月
８
日
㊍
～
9
月
６
日
㊎
に
、
申

小
規
模
企
業
共
済
制
度
の
ご
案
内

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
知
っ
て
い
ま
す

か
？

和
歌
山
県
下
水
道
排
水
設
備
工

事
責
任
技
術
者
資
格
認
定
共
通

試
験
を
行
い
ま
す

田
辺
市
地
域
保
健
福
祉
推
進
補

助
金
を
追
加
募
集
し
ま
す

　

市
民
団
体
や
市
内
の
民
間
企
業
が
、

高
齢
者
等
の
保
健
福
祉
の
増
進
の
た
め

に
行
う
先
導
的
事
業
に
対
し
て
補
助
を

し
ま
す
。

★
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用

※
施
設
建
設
等
に
要
す
る
費
用
は
除
く
。

※
国
、
県
、
市
の
他
の
補
助
金
の
対
象

と
な
る
事
業
は
除
く
。

■
補
助
金
額
（
１
事
業
当
た
り
）

◇
市
民
団
体　

上
限
1
０
０
万
円

◇
市
内
の
民
間
企
業　

上
限
50
万
円

■
交
付
期
間　

３
年
を
限
度

★
８
月
30
日
㊎
ま
で
に
、
申
込
書
に
事

業
計
画
書
、
活
動
実
績
書
を
添
え
て
左

記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
等
は
、
左
記
で
配
布
し
て
い

る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得

で
き
ま
す
。

★
福
祉
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
０

★h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/fukushi/tiikihokenfukusi.
htm

l

　

農
業
者
年
金
制
度
は
、
安
心
し
て
加

入
で
き
、メ
リ
ッ
ト
の
多
い
制
度
で
す
。

☆
次
の
全
て
を
満
た
す
方

◇
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
（
保
険

料
免
除
者
を
除
く
）

◇
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
方

◇
20
歳
～
64
歳
（
60
歳
～
64
歳
の
方
は

国
民
年
金
の
任
意
加
入
者
が
対
象
）

■
保
険
料
に
つ
い
て

◇
保
険
料
額　

　

月
額
２
万
円
～
6
万
7
０
０
０
円
の

間
で
千
円
単
位
で
設
定
で
き
、
い
つ
で

も
見
直
し
が
で
き
ま
す
。
35
歳
未
満
の

方
は
１
万
円
か
ら
加
入
で
き
ま
す
。

◇
税
制
面
で
大
き
な
優
遇
措
置

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、所
得
税
・

住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。
経
営
主

が
家
族
の
分
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
控

除
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◇
保
険
料
の
国
庫
補
助
を
受
け
ら
れ
る

　

認
定
農
業
者
な
ど
、
一
定
の
条
件
が

あ
り
ま
す
。

■
終
身
年
金
で
す

　

原
則
65
歳
か
ら
生
涯
受
給
で
き
ま

す
。
ま
た
、
80
歳
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ

た
場
合
は
、
死
亡
一
時
金
が
遺
族
の
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

★
◇
農
業
委
員
会
事
務
局（
本
庁
舎
４
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
６

◇
Ｊ
Ａ
紀
南
本
所

★
０
７
３
９
（
２
３
）
３
４
５
０

農
業
者
年
金
制
度
に
加
入
し
て
、

安
心
で
豊
か
な
老
後
を
迎
え
ま

し
ょ
う

　

市
農
業
委
員
会
で
は
、
耕
作
放
棄
地

の
発
生
防
止
の
た
め
、
農
地
の
貸
し
借

り
等
の
有
効
利
用
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

農
地
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
草
刈

り
な
ど
、
適
正
な
管
理
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
農
地
の
売
買
や
宅
地
等
へ
の

転
用
に
つ
い
て
は
、
農
地
法
の
許
可
が

必
要
で
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

☆
農
業
委
員
会
事
務
局（
本
庁
舎
４
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
６

農
地
の
有
効
利
用
に
努
め
ま

し
ょ
う
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★☆ 8月 11 日㊐、9月 8日㊐　9時 ~12 時
★市民課（本庁舎 3階）
（9月 8日㊐は本宮行政局でも実施します）
☆市民課 窓口係
☆ 0739（34）2131

　

市
で
は
、
町
内
会
と
連
携
し
、
精
霊

送
り
後
の
一
斉
清
掃
等
環
境
美
化
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
精
霊
送
り
の

際
に
は
、次
の
こ
と
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

◇
精
霊
送
り
の
舟
に
バ
ッ
テ
リ
ー
や
乾

電
池
・
電
球
等
を
積
ん
で
流
す
こ
と
は
、

環
境
汚
染
に
な
り
ま
す
の
で
、
舟
を
流

す
前
に
必
ず
取
り
外
し
ま
し
ょ
う
。

◇
海
浜
や
河
原
で
は
、
送
り
火
や
お
線

香
に
と
ど
め
、
果
物
な
ど
の
お
供
え
物

は
自
宅
で
処
分
し
ま
し
ょ
う
。

※
配
置
し
て
い
る
ド
ラ
ム
缶
に
は
、
陶

磁
器
・
焼
却
灰
以
外
の
も
の
を
入
れ
な

い
で
く
だ
さ
い
。

◇
田
辺
扇
ヶ
浜
海
水
浴
場
内
で
は
、
精

霊
送
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

☆
環
境
課 

環
境
対
策
係（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
７

★
０
１
２
０
（
２
０
）
１
９
１
４

■
濁
水
長
期
化
軽
減
対
策
に
お
け
る
ダ

ム
放
流
、
発
電
の
予
定
日
程

Ｘ
（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
で
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
。

★
ア
カ
ウ
ン
ト
：
＠jp_totsukaw

a

★
電
源
開
発
㈱ 

西
日
本
支
店 

十
津
川

電
力
所

★
０
７
３
５
（
４
７
）
２
０
１
９

　

新
宮
川
水
系
の
各
ダ
ム
の
放
流
状
況

（
池
原
ダ
ム
・
七
色
ダ
ム
・
小
森
ダ
ム
・

風
屋
ダ
ム
・
二
津
野
ダ
ム
）
や
、
小
森

発
電
所
・
十
津
川
第
二
発
電
所
の
運
転

予
定
を
、
24
時
間
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に

て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
新
宮
川
水
系
各
ダ
ム
情
報

★
０
１
２
０
（
３
０
）
２
４
２
５

◇
小
森
発
電
所
・
十
津
川
第
二
発
電
所

運
転
予
定

募集種目 受付期間 試験日 場所

自衛官候補生 9 月 12 日㊍まで

【WEB 試験】
9 月 16 日㊊㊗～ 21 日㊏ 自宅等

【口述・身体検査】
9 月 29 日㊐ 和歌山県民文化会館 中会議室

防衛医科大学校
医学科 10 月 9 日㊌まで 10 月 19 日㊏ 和歌山ＪＡビル 和ホール ＡＢＣ

看護科 10 月 2 日㊌まで 10 月 12 日㊏ 和歌山県民文化会館特設会議室

防衛大学校学生（一般） 10 月 17 日㊍まで 11 月 2 日㊏ 和歌山大学付属中学校

■試験

　

日
本
国
籍
を
有
し
、
自
衛
隊
法
第
38

条
第
１
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
方
で

左
記
の
と
お
り
で
す
。

■
自
衛
官
候
補
生

　

採
用
予
定
月
に
お
い
て
、
18
歳
以
上

33
歳
未
満
の
方
（
32
歳
の
方
に
あ
っ
て

は
、
採
用
予
定
月
の
１
日
か
ら
起
算
し

て
３
月
に
達
す
る
日
の
翌
月
の
末
日
現

在
、
33
歳
に
達
し
な
い
方
）

■
防
衛
医
科
大
学
生
及
び
防
衛
大
学
校

学
生
（
一
般
）

　

令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
、
18
歳
以

上
21
歳
未
満
の
方
で
高
卒
者
（
見
込
み

含
む
）
又
は
高
専
3
年
次
修
了
者
（
見

込
み
含
む
）
の
方

★
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部　

田

辺
地
域
事
務
所
（
下
万
呂
5
6
4
―

２
）

★
0
7
3
9
（
２
４
）
6
2
1
9

【
森
林
の
土
地
を
取
得
し
た
と
き
】

　

相
続
や
売
買
な
ど
に
よ
っ
て
森
林
の

土
地
を
新
た
に
取
得
し
た
と
き
は
、
届

出
が
必
要
で
す
。

★
売
買
や
相
続
等
に
よ
り
森
林
の
土
地

を
新
た
に
取
得
し
た
個
人
・
団
体

■
届
出
期
日　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ

た
日
か
ら
90
日
以
内

★
下
記
へ
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
メ
ー

ル
で
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

【
森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
】

　

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
伐

採
の
届
出
・
許
可
申
請
等
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
1
h
a
（
太
陽
光
発
電
設
備

を
設
置
す
る
場
合
は
0 

5
h
a
）
以

上
の
森
林
の
開
発
行
為
を
行
う
場
合

は
、
県
へ
の
林
地
開
発
許
可
申
請
が
必

要
で
す
。

■
普
通
林
の
場
合

★
県
が
定
め
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
森
林

※
対
象
森
林
の
確
認
は
西
牟
婁
振

興
局
林
務
課
（
☎
０
７
３
９
―

２
６
―

７
９
１
１
）に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
届
出
期
日
と
提
出
先　

伐
採
開
始
の

30
～
90
日
前
ま
で
に
下
記
へ
届
出

■
保
安
林
の
場
合

◇
届
出
・
許
可
申
請
の
期
日
と
提
出
先

・
間
伐
又
は
人
工
林
の
択
伐　

伐
採
す

る
20
～
90
日
前
ま
で
に
左
記
へ
届
出

・
皆
伐　

伐
採
面
積
の
限
度
公
表
日
か

ら
30
日
以
内
に
県
へ
許
可
申
請

・
天
然
林
の
択
伐　

伐
採
す
る
30
日
前

ま
で
に
県
へ
許
可
申
請

【
共
通
事
項
】

　

届
出
書
類
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

☆
山
村
林
業
課 

林
業
振
興
係
（
大
塔

行
政
局
２
階
）

★
０
７
３
９
（
４
８
）
０
３
０
３

★sanson@
city.tanabe.lg.jp

★h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/sanson/index.htm
l

森
林
の
土
地
の
取
得
、
森
林
の

伐
採
は
届
出
が
必
要
で
す

自
衛
官
を
募
集
し
ま
す

ダ
ム
情
報
や
発
電
所
の
運
転
予

定
を
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
無
料
）

で
お
知
ら
せ
し
ま
す

マイナンバーカード
休日開庁のおしらせ

カードで
こんなことが
できるよ→

お
盆
の
精
霊
送
り
に
つ
い
て
の

お
願
い

■防災行政テレフォンガイド
☎ 0120-963-910
※防災行政無線の放送内容を確認
する電話案内サービスです。
■救急安心センター　☎＃ 7119
※つながりにくい場合は、市消防
本部（☎ 0739-22-0119）へご連
絡ください。

主な電話番号等

■田辺市役所　〒 646-8545 東山一丁目 5-1
☎ 0739-22-5300 ㈹　　0739-22-5310
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　　0739-78-0116
■中辺路行政局　〒646-1492 中辺路町栗栖川396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　　0739-64-0966
■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　　0739-49-0359

■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　　0735-42-0239
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　　0739-24-4068
■水道事業所（夜間・休日）　
〒 646-0028 高雄三丁目 18-1
☎ 0739-24-7920

電話案内サービス 休日急患診療

防災行政メール等

全国版救急受診ガイド
「Q助」

☆田辺広域休日急患診療所
〒 646-0028 高雄一丁目 23-1 市民
総合センター玄関右側　
☆内科、小児科、歯科の応急診療
☆☆㊐㊗　9時～ 11 時 30 分、13 時
～ 16 時
（小児科のみ、㊏ 18 時～ 21 時 30 分）
　 0739-26-4909

.


